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 公衆浴場法及び佐賀県公衆浴場に関する条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年12月14日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    

 佐賀県規則第65号 

   公衆浴場法及び佐賀県公衆浴場に関する条例施行規則等の一部を改正する規則 

 （公衆浴場法及び佐賀県公衆浴場に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 公衆浴場法及び佐賀県公衆浴場に関する条例施行規則（昭和23年佐賀県規則第62号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

第２条 略 第２条 略 

２ 規則第１条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添えなけ

ればならない。 

 

 (1) 公衆浴場を中心とした半径400メートル（市の区域にあって

は、300メートル）以内の見取図 

 

 (2) 公衆浴場の平面図及び説明書  

 (3) 敷地又は建物が他人の所有であるときは、所有者の承諾書  

 (4) 浴場業を営むために建物の建築、用途変更等について他の

法令の許可を必要とするときは、その許可に関する書類 

 

 (5) 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記

事項証明書 

 

３ 前項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 ２ 規則第１条に規定する申請書は、公衆浴場営業許可申請書（様

式第１号）によるものとする。 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

  略   略 

公衆浴場の

名称 

 

 略 公衆浴場法施行規則第１条ただし書の規定に該当することの有

無（有・無） 

公衆浴場の  略 
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改正前 改正後 

  

 略 

営業施設の

構造設備 

 略 

便所   箇所  ㎡ 男性用 大便器 個 小

便器 個 

１くみ取り式 

２水洗式 

女性用 便器 個 

 略 
 

名称  

 略 

営業施設の

構造設備 

 略 

便所   箇所  ㎡ うち男性用 箇所 女性用 

箇所 多目的 箇所 

 

 

 略 
 

 添付書類  添付書類 

  １～５ 略   １～５ 略 

   ６ 公衆浴場法施行規則第１条ただし書の規定の適用を受ける

場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書類 

 注  注 １ 公衆浴場法施行規則第１条ただし書の規定に該当する場

合は、「公衆浴場の種類」、「営業施設の構造設備」、「工事

着工（予定）年月日」、「工事完了（予定）年月日」のうち

変更のない事項の記載を省略することができる。 

   １～３ 略    ２～４ 略 

 略 
 

 略 
 

（裏面） （裏面） 

  略   略 

様式第２号（第２条の２関係） 様式第２号（第２条の２関係） 

  略   略 

 略 
 

 略 
 

 添付書類  添付書類 

  １ 戸籍謄本   １ 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成17年法務省令第18号）

第247条第５項の規定により交付を受けた同条第１項に規定
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改正前 改正後 

する法定相続情報一覧図の写し 

  ２ 戸籍謄本により届出者が相続人であることを確認できない

場合は、前項に掲げる書類のほか、相続人であることを確認

できる書類 

  ２ 戸籍謄本により届出者が相続人であることを確認できない

場合は、戸籍謄本のほか、相続人であることを確認できる書

類 

  ３ 略   ３ 略 

 注 略  注 略 

 略 
 

 略 
 

（裏面） （裏面） 

  略   略 

 （理容師法施行細則の一部改正） 

第２条 理容師法施行細則（昭和33年佐賀県規則第57号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

別記様式第18号（第17条） 別記様式第18号（第17条） 

  略   略 

  次のとおり開設したいので、関係書類及び検査手数料を添えて

お届けします。 

  次のとおり開設したいので、関係書類及び検査手数料を添えて

届け出ます。 

名称 

 

 略 

 

 

 

 

 略 
 

次に掲げる規定に該当することの有無 

理容師法施行規則第19条第１項ただし書（有・無） 

理容師法施行規則第19条第２項ただし書（有・無） 

理容師法施行規則第19条第３項ただし書（有・無） 

名称  略 

 略 
 

  添付書類   添付書類 

 １～５ 略  １～５ 略 
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改正前 改正後 

  ６ 理容師法施行規則第19条第１項ただし書、第２項ただし書又

は第３項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該

営業を譲り受けたことを証する書類 

 注   注 １ 理容師法施行規則第19条第１項ただし書の規定に該当す

る場合は、「管理理容師」、「構造及び設備の概要」、「従業

者」、「同一の場所で美容所を開設している（する）場合」

のうち変更のない事項の記載を省略することができる。 

    ２ 理容師法施行規則第19条第１項ただし書の規定に該当す

る場合は添付書類中１の書類を、同条第２項ただし書の規

定に該当する場合は添付書類中３の書類を、同条第３項た

だし書の規定に該当する場合は添付書類中４の書類を、そ

れぞれ省略することができる。 

   氏名を自署する場合においては、押印を省略することができ

る。 

   ３ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することが

できる。 

 略 
 

 略 
 

別記様式第22号（第17条） 別記様式第22号（第17条） 

  略   略 

 略 
 

 略 
 

 添付書類 添付書類 

 １ 戸籍謄本  １ 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成17年法務省令第18号）第

247条第５項の規定により交付を受けた同条第１項に規定する

法定相続情報一覧図の写し 

 ２ 戸籍謄本により届出者が相続人であることを確認できない場

合は、前項に掲げる書類のほか、相続人であることを確認でき

る書類 

 ２ 戸籍謄本により届出者が相続人であることを確認できない場

合は、戸籍謄本のほか、相続人であることを確認できる書類 

 ３ 略  ３ 略 
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改正前 改正後 

 注 略  注 略 

 略 
 

 略 
 

 （美容師法施行細則の一部改正） 

第３条 美容師法施行細則（昭和33年佐賀県規則第58号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

別記様式第18号（第17条） 別記様式第18号（第17条） 

  略   略 

  次のとおり開設したいので、関係書類及び検査手数料を添えて

お届けします。 

  次のとおり開設したいので、関係書類及び検査手数料を添えて

届け出ます。 

名称 

 

 

 

 

 略 

 略 
 

次に掲げる規定に該当することの有無 

美容師法施行規則第19条第１項ただし書（有・無） 

美容師法施行規則第19条第２項ただし書（有・無） 

美容師法施行規則第19条第３項ただし書（有・無） 

名称  略 

 略 
 

  添付書類   添付書類 

 １～５ 略  １～５ 略 

  ６ 美容師法施行規則第19条第１項ただし書、第２項ただし書又

は第３項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該

営業を譲り受けたことを証する書類 

 注  注 １ 美容師法施行規則第19条第１項ただし書の規定に該当す

る場合は、「管理美容師」、「構造及び設備の概要」、「従業

者」、「同一の場所で理容所を開設している（する）場合」

のうち変更のない事項の記載を省略することができる。 

    ２ 美容師法施行規則第19条第１項ただし書の規定に該当す
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改正前 改正後 

る場合は添付書類中１の書類を、同条第２項ただし書の規

定に該当する場合は添付書類中３の書類を、同条第３項た

だし書の規定に該当する場合は添付書類中４の書類を、そ

れぞれ省略することができる。 

   氏名を自署する場合においては、押印を省略することができ

る。 

   ３ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することが

できる。 

別記様式第22号（第17条） 別記様式第22号（第17条） 

  略   略 

 略 
 

 略 
 

 添付書類  添付書類 

 １ 戸籍謄本  １ 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成17年法務省令第18号）第

247条第５項の規定により交付を受けた同条第１項に規定する

法定相続情報一覧図の写し 

 ２ 戸籍謄本により届出者が相続人であることを確認できない場

合は、前項に掲げる書類のほか、相続人であることを確認でき

る書類 

 ２ 戸籍謄本により届出者が相続人であることを確認できない場

合は、戸籍謄本のほか、相続人であることを確認できる書類 

 ３ 略  ３ 略 

 注 略  注 略 

 略 
 

 略 
 

 （旅館業法及び旅館業に関する条例施行規則の一部改正） 

第４条 旅館業法及び旅館業に関する条例施行規則（昭和34年佐賀県規則第19号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

  略   略 
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改正前 改正後 

旅館業

の施設 

 略 

 略 
 

旅館業法施行規則第１条第１項ただし書の規定に該当すること

の有無（有・無） 

旅館業

の施設 

 略 

 略 
 

 添付書類  添付書類 

  １～３ 略   １～３ 略 

   ４ 旅館業法施行規則第１条第１項ただし書の規定の適用を受

ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書

類 

 注 １ 略  注 １ 略 

    ２ 旅館業法施行規則第１条第１項ただし書の規定に該当す

る場合は、「営業の種別」、「旅館業の施設が旅館業法施行

規則第５条第１項各号のいずれかに該当することの有無」、

「構造」、「敷地面積」、「客室」、「浴室」、「脱衣室」、「洗面

所」、「便所」、「調理場」のうち変更のない事項の記載を省

略することができる。 

    ３ 旅館業法施行規則第１条第２項ただし書の規定に該当す

る場合は、旅館業の施設の平面図、立面図及び建物配置図

の添付を省略することができる。 

   ２～４ 略    ４～６ 略 

 略 
 

 略 
 

（裏面） （裏面） 

  略   略 

様式第１号の２（第２条の２関係） 様式第１号の２（第２条の２関係） 

  略   略 
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改正前 改正後 

 略 

旅館業法第３条の２第２項において準用する同法第３条第２項

第３号に該当することの有無（有・無） 

 

 略 
 

 略 

旅館業法第３条の２第２項において準用する同法第３条第２項

第６号から第８号までのいずれかに該当することの有無（有・

無） 

 略 
 

 略  略 

 略 
 

 略 
 

（裏面） （裏面） 

  略   略 

様式第１号の３（第２条の２関係） 様式第１号の３（第２条の２関係） 

  略   略 

 略 

旅館業法第３条の２第２項において準用する同法第３条第２項

第３号に該当することの有無（有・無） 

 

 略 
 

 略 

旅館業法第３条の２第２項において準用する同法第３条第２項

第６号から第８号までのいずれかに該当することの有無（有・

無） 

 略 
 

 略  略 

 略 
 

 略 
 

（裏面） （裏面） 

  略   略 

様式第１号の４（第２条の２関係） 様式第１号の４（第２条の２関係） 

  略   略 

 略 

旅館業法第３条の３第３項において準用する同法第３条第２項

第１号又は第２号に該当することの有無（有・無） 

 略 

旅館業法第３条の３第３項において準用する同法第３条第２項

第１号から第６号まで又は第８号に該当することの有無（有・ 
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改正前 改正後 

 

 略 
 

無） 

 略 
 

 添付書類  添付書類 

  １ 戸籍謄本   １ 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成17年法務省令第18号）

第247条第５項の規定により交付を受けた同条第１項に規定

する法定相続情報一覧図の写し 

  ２ 戸籍謄本により申請者が相続人であることを確認できない

場合は、前項に掲げる書類のほか、相続人であることを確認

できる書類 

  ２ 戸籍謄本により申請者が相続人であることを確認できない

場合は、戸籍謄本のほか、相続人であることを確認できる書

類 

  ３ 略   ３ 略 

 注 略  注 略 

 略 
 

 略 
 

（裏面） （裏面） 

  略   略 

 （興行場法及び興行場に関する条例施行規則の一部改正） 

第５条 興行場法及び興行場に関する条例施行規則（昭和59年佐賀県規則第54号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号を次のように改める。
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様式第１号（第２条関係） 

 佐賀県収入証紙欄 

 

興行場営業許可申請書 

（常設・仮設・臨時） 

 

年  月  日 

 

  佐賀県知事    様 

 

住 所            
申請者 （ふりがな）         

氏 名          ○印 

年  月  日生 

                      電 話 

  

法人にあっては、その名称、主たる

事務所の所在地並びに代表者の氏名

及び生年月日並びに電話番号 

 

  次のとおり興行場営業の許可を受けたいので、興行場法第２条第１項の規定により申請

します。 

 

興行場法第２条第１項の許可を受けて興行場営業を営む者から当該営業を譲り受けた者

であって、注１に該当することの有無（ 有 ・ 無 ） 

管理者の氏名  

興行場の名称   種別   

興行場の所在地 
（電話）       

入場者定員 階   名 階   名 計   名 

喫煙所の面積 階   平方メートル   階   平方メートル  

便所の構造設備 
便所の数  箇所 

便器の数  個（うち男性用  個 女性用  個 多目的  個） 

衛生責任者の氏

名 
 

工事着工年月日 年  月  日       
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工 事 完 成 （ 予

定）年月日 
年  月  日       

営 業 開 始 予

定年月日 
年  月  日       

営 業 終 了 予

定年 月 日（仮

設又は臨時の場

合のみ） 

年  月  日       

興 行 場 の 構 造

設備 
 別紙図面及び説明書のとおり。 

備考   

 添付書類 

  １ 興行場を中心とした半径100メートル以内の見取図 

  ２ 興行場の構造設備を記載した図面及び説明書（各室の用途、観覧席の配置、観覧室

の天井の高さ、照明設備の位置、換気設備の位置、ごみ箱の位置、冷暖房設備の位置

等を示すこと｡） 

  ３ 敷地又は建物が他人の所有であるときは、所有者の承諾書又は契約書 

  ４ 興行場営業を営むために建物の建築、用途変更等について他の法令の許可を必要と

するときは、その許可に関する関係書類 

  ５ 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書 

  ６ 興行場法第２条第１項の許可を受けて興行場営業を営む者から当該営業を譲り受け

た者であって、注１に該当し記載事項を省略する場合は、当該営業を譲り受けたこと

を証する書類 

 注 １ 興行場法第２条第１項の許可を受けて興行場営業を営む者から当該営業を譲り受

けた者は、「入場者定員」、「喫煙所の面積」、「便所の構造設備」、「工事着工年月

日」、「工事完成（予定）年月日」のうち変更のない事項の記載を省略することがで

きる。 

   ２ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 

３ 申請に当たっては、裏面の誓約を確認の上、□にレを記入すること。 

 県では、行政事務全般から暴力団等を排除するため、申請者に暴力団等でない旨の

誓約をお願いしています。 

なお、内容確認のために佐賀県警察本部へ照会を行う場合があります。 

 この様式に記載された個人情報は、興行場営業許可に係る事務の目的を達成するた

め及び上記の誓約事項の確認のために使用します。また、確認情報は、申請者が県と

行う他の契約等における身分確認に利用する場合があります。 
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（裏面） 

誓約 

 私は、このたびの申請を行うに当たり、次の事項について誓約します。 

□ 自己又は自社の役員等は、次のいずれにも該当しません。 

  また、次の２から７までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他

の団体又は個人ではありません。 

１ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ｡） 

２ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ｡） 

３ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

４ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

５ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極

的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

６ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

７ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 
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  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係） 

  略   略 

 略 
 

 略 
 

 添付書類  添付書類 略 

 注   注 １ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することが

できる。 

   申請に当たっては、裏面の誓約を確認の上、□にレを記入す

ること。 

   ２ 申請に当たっては、裏面の誓約を確認の上、□にレを記

入すること。 

 略 
 

 略 
 

（裏面） （裏面） 

  略   略 

様式第３号（第３条関係） 様式第３号（第３条関係） 

  略   略 

 略 
 

 略 
 

 添付書類 略  添付書類 略 

  注 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができ

る。 

 略 
 

 略 
 

様式第４号（第３条関係） 様式第４号（第３条関係） 

  略   略 

 略 
 

 略 
 

 添付書類  添付書類 

１ 戸籍謄本   １ 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成17年法務省令第18号）

第247条第５項の規定により交付を受けた同条第１項に規定
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改正前 改正後 

する法定相続情報一覧図の写し 

  ２ 戸籍謄本により届出者が相続人であることを確認できない

場合は、前項に掲げる書類のほか、相続人であることを確認

できる書類 

  ２ 戸籍謄本により届出者が相続人であることを確認できない

場合は、戸籍謄本のほか、相続人であることを確認できる書

類 

  ３ 略   ３ 略 

 注   注 １ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することが

できる。 

   申請に当たっては、裏面の誓約を確認の上、□にレを記入す

ること。 

   ２ 申請に当たっては、裏面の誓約を確認の上、□にレを記

入すること。 

 略 
 

 略 
 

（裏面） （裏面） 

  略   略 

 （食品衛生法及び佐賀県食品衛生条例施行規則の一部改正） 

第６条 食品衛生法及び佐賀県食品衛生条例施行規則（平成12年佐賀県規則第29号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

 （製品検査命令等）  （製品検査命令等） 

第４条 略 第４条 略 

２ 施行令第５条第２項に規定する申請書は、検査命令に伴う検査

申請書（様式第２号）によるものとし、所定の手数料を添えて知

事に３部提出しなければならない。 

２ 施行令第５条第２項に規定する申請書は、検査命令に伴う検査

申請書（様式第２号）によるものとし、所定の手数料を添えて知

事に２部提出しなければならない。 

 （許可の申請）  （許可の申請） 

第７条 法第52条第１項又は条例第２条の規定により、営業の許可

を受けようとする者は、営業許可申請書（様式第５号）に営業設

備の構造を記載した図面、営業所の案内図又は地図、水質検査成

第７条 法第52条第１項又は条例第２条の規定により、営業の許可

を受けようとする者は、営業許可申請書（様式第５号）に営業設

備の構造を記載した図面、営業所の案内図又は地図、水質検査成
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改正前 改正後 

績書の写し（水道水以外の水を使用する場合に限る｡）その他知

事が必要と認める書類及び所定の手数料を添えて、これを知事に

提出しなければならない。 

績書の写し（水道水以外の水を使用する場合に限る｡）その他知

事が必要と認める書類及び所定の手数料を添えて、これを知事に

提出しなければならない。ただし、法第52条第１項の規定による

営業の許可を受けた者（以下「法許可営業者」という｡）又は条

例第２条の規定による営業の許可を受けた者（以下「条例許可営

業者」という｡）から当該営業を譲り受けた者が営業許可申請書

（様式第５号）を提出する場合であって、営業設備の構造を記載

した図面又は営業所の案内図若しくは地図に変更がないときは、

これらの書類の添付を省略することができる。 

２ 法第52条第１項の規定による許可を受けた者（以下「法許可営

業者」という。）又は条例第２条の規定による許可を受けた者

（以下「条例許可営業者」という。）が当該許可の有効期間満了

に際し引き続き同一の許可を受けようとする場合は、当該許可の

有効期間満了の日の10日前までに営業許可申請書（様式第５号）

に所定の手数料を添えて、これを知事に提出しなければならな

い。 

２ 法許可営業者又は条例許可営業者が当該許可の有効期間満了に

際し引き続き同一の許可を受けようとする場合は、当該許可の有

効期間満了の日の10日前までに営業許可申請書（様式第５号）に

所定の手数料を添えて、これを知事に提出しなければならない。 

 （承継の届出）  （承継の届出） 

第８条 略 第８条 略 

２ 条例第４条の２第２項の規定により相続による条例許可営業者

の地位の承継の届出をしようとする者は、許可営業者の地位承継

届（相続）（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、これを知

事に提出しなければならない。 

２ 条例第４条の２第２項の規定により相続による条例許可営業者

の地位の承継の届出をしようとする者は、許可営業者の地位承継

届（相続）（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、これを知

事に提出しなければならない。 

 (1) 戸籍謄本  (1) 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成17年法務省令第18号）

第247条第５項の規定により交付を受けた同条第１項に規定す

る法定相続情報一覧図の写し 

 (2) 略  (2) 略 

３ 略 ３ 略 
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改正前 改正後 

様式第５号（第７条関係） 様式第５号（第７条関係） 

（表） （表） 

  略   略 

 略 
 

 略 
 

 注 １ 略  注 １ 略 

    ２ 営業設備の大要は、食品衛生法第52条第１項又は佐賀県

食品衛生条例第２条の規定による営業の許可を受けた者か

ら当該営業を譲り受けた者にあっては、変更がない場合は

記載を省略することができる。 

   ２～４ 略    ３～５ 略 

（裏） （裏） 

   営業設備の大要    営業設備の大要 

 略 
 

 略 
 

    営業を譲り受けたことを証する旨（食品衛生法及び佐賀県食

品衛生条例施行規則第７条第１項ただし書の規定の適用を受け

る場合） 

 営業の譲渡者の署名

（営業の譲渡を証す

る書類がある場合は

不要） 

 

 

様式第６号（第８条関係） 様式第６号（第８条関係） 

  略   略 

 略 
 

 略 
 

 注 １ 戸籍謄本  注 １ 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成17年法務省令第18

号）第247条第５項の規定により交付を受けた同条第１項
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改正前 改正後 

に規定する法定相続情報一覧図の写し 

   ２～５ 略    ２～５ 略 

   附 則 

 この規則は、令和２年12月15日から施行する。 


